
 

山形地方最低賃金審議会              

【第４回】 

 

 

 

 

 

 
期   日  令和４年８月２６日（金） 

 

場   所  山形労働局 大会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山  形  労  働  局 
  



 

令和４年度山形地方最低賃金審議会（第４回）議事次第 

 

 

１ 開   会 

 

２ 議   事 

 

（１）山形地方最低賃金審議会の意見に関する異議の取扱いについて 

 

 （２）特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性について 

 

３ そ の 他 

 

４ 閉   会 

 

 

  











順位 ランク 都道府県名 答申金額 前年度決定額 引上額 目安差額 結審状況 発効年月日

1 A 東  京 1072円 1041円 31円 ◐ 令和4年10月1日

2 A 神奈川 1071円 1040円 31円 ● 令和4年10月1日

3 A 大　阪 1023円 992円 31円 ○ 令和4年10月1日

4 A 埼　玉 987円 956円 31円 ○ 令和4年10月1日

5 A 愛　知 986円 955円 31円 ○ 令和4年10月1日

6 A 千　葉 984円 953円 31円 ● 令和4年10月1日

7 B 京　都 968円 937円 31円 ● 令和4年10月9日

8 B 兵　庫 960円 928円 32円 +1 ○ 令和4年10月1日

9 B 静　岡 944円 913円 31円 ● 令和4年10月5日

10 B 三　重 933円 902円 31円 ● 令和4年10月1日

11 B 広　島 930円 899円 31円 ● 令和4年10月1日

12 B 滋　賀 927円 896円 31円 ● 令和4年10月6日

13 C 北海道 920円 889円 31円 +1 ● 令和4年10月2日

14 B 栃　木 913円 882円 31円 ▲ 令和4年10月1日

15 B 茨　城 911円 879円 32円 +1 ● 令和4年10月1日

16 C 岐　阜 910円 880円 30円 ◭◐ 令和4年10月1日

17 B 富　山 908円 877円 31円 ● 令和4年10月1日

17 B 長  野 908円 877円 31円 ● 令和4年10月1日

19 C 福　岡 900円 870円 30円 ● 令和4年10月8日

20 B 山　梨 898円 866円 32円 +1 ● 令和4年10月20日

21 C 奈　良 896円 866円 30円 ● 令和4年10月1日

22 C 群　馬 895円 865円 30円 ○ 令和4年10月8日

23 C 岡　山 892円 862円 30円 ● 令和4年10月1日

24 C 石　川 891円 861円 30円 ○ 令和4年10月8日

25 C 新　潟 890円 859円 31円 +1 ● 令和4年10月1日

26 C 和歌山 889円 859円 30円 ● 令和4年10月1日

27 C 福　井 888円 858円 30円 ◐ 令和4年10月2日

27 C 山　口 888円 857円 31円 +1 ● 令和4年10月13日

29 C 宮　城 883円 853円 30円 ○ 令和4年10月1日

30 C 香　川 878円 848円 30円 ▲ 令和4年10月1日

31 D 福　島 858円 828円 30円 ○ 令和4年10月6日

32 D 島　根 857円 824円 33円 +3 ● 令和4年10月5日

33 C 徳　島 855円 824円 31円 +1 ○ 令和4年10月6日

34 D 岩　手 854円 821円 33円 +3 ● 令和4年10月20日

34 D 山　形 854円 822円 32円 +2 ● 令和4年10月6日

34 D 鳥　取 854円 821円 33円 +3 ● 令和4年10月6日

34 D 大　分 854円 822円 32円 +2 ● 令和4年10月5日

38 D 青　森 853円 822円 31円 +1 ● 令和4年10月5日

38 D 秋　田 853円 822円 31円 +1 ● 令和4年10月1日

38 D 愛　媛 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月5日

38 D 高　知 853円 820円 33円 +3 ● 令和4年10月9日

38 D 佐　賀 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月2日

38 D 長　崎 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月8日

38 D 熊　本 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月1日

38 D 宮　崎 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月6日

38 D 鹿児島 853円 821円 32円 +2 ● 令和4年10月6日

38 D 沖　縄 853円 820円 33円 +3 ● 令和4年10月6日

961円 930円 31円 - -

（注2）　効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有あり。

全国加重平均額

（注1）　採決状況欄　○：全会一致　●：使用者側反対　◐：使用者側一部反対　▲：労働者側反対　◭：労働者側一部
反対　■：使用者側一部退席　▼：労働者側一部退席

令和４年度　全国の地域別最低賃金答申状況



○写  

山形労発基０８２６第１号 

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 殿 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 

 

 

 

最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（諮問） 

 

 

標記について、山形県労働組合総連合議長勝見忍及び山形県医療労働組合連

合会執行委員長渡辺勇仁他１名から、最低賃金法第１１条第２項による異議の

申出がありましたので、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 



○写  

 令和４年８月２６日 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 

 

 

 

当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について（答申） 

 

 

令和４年８月２６日貴職から、８月１０日付け山形県最低賃金の改正決定に

係る当審議会の意見に対する山形県労働組合総連合議長勝見忍及び山形県医療

労働組合連合会執行委員長渡辺勇仁他１名からの異議申出に関し意見を求めら

れたので、当審議会において異議の内容及び理由について慎重に審議した結果、

下記の結論に達したので答申する。 

 

記 

 

令和４年８月１０日付け答申どおり決定することが適当である。 

 

 

 

 

 



○写            

令和４年８月２６日 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 

 

 

 

山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類さ 

れないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空 

機器製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について（答申） 

 

 

当審議会は、令和４年８月１０日付け山形労発基０８１０第１号をもって最

低賃金法第２１条の規定に基づき貴職から諮問のあった山形県ポンプ・圧縮機

器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・

同装置、真空装置・真空機器製造業に係る最低賃金の改正決定の必要性の有無

について、慎重に審議を重ねた結果、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機

械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・

真空機器製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に

達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○写            

令和４年８月２６日 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 

 

 

 

山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報 

通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無につ 

いて（答申） 

 

 

当審議会は、令和４年８月１０日付け山形労発基０８１０第２号をもって最

低賃金法第２１条の規定に基づき貴職から諮問のあった山形県電子部品・デバ

イス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業に係る最低賃金の改

正決定の必要性の有無について、慎重に審議を重ねた結果、山形県電子部品・

デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金につい

て改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○写            

令和４年８月２６日 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 

 

 

 

山形県自動車・同附属品製造業最低賃金の改正決定の必要性 

の有無について（答申） 

 

 

当審議会は、令和４年８月１０日付け山形労発基０８１０第３号をもって最

低賃金法第２１条の規定に基づき貴職から諮問のあった山形県自動車・同附属

品製造業に係る最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議を重

ねた結果、山形県自動車・同附属品製造業最低賃金について改正決定すること

を必要と認めるとの結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○写            

令和４年８月２６日 

 

 

 

山 形 労 働 局 長 

小 森 則 行 殿 

 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 

 

 

 

山形県自動車整備業最低賃金の改正決定の必要性の有無に 

ついて（答申） 

 

 

当審議会は、令和４年８月１０日付け山形労発基０８１０第４号をもって最

低賃金法第２１条の規定に基づき貴職から諮問のあった山形県自動車整備業に

係る最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議を重ねた結果、

山形県自動車整備業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結

論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○写  

山形労発基０８２６第２号 

令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ６ 日 

 

 

山形地方最低賃金審議会 

会 長 村 山 永 殿 

 

 

山 形 労 働 局 長 

                          小 森 則 行 

 

 

最低賃金の改正決定について（諮問） 

 

最低賃金法（昭和３４年法律１３７号）第１５条第２項の規定に基づき、下

記最低賃金の改正決定について、貴会の調査審議をお願いする。 

 

 

記 

 

 

１ 山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないは

ん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金 

（平成２０年山形労働局最低賃金公示第２号） 

 

２ 山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

具製造業最低賃金（平成２０年山形労働局最低賃金公示第３号） 

 

３ 山形県自動車・同附属品製造業最低賃金（平成２０年山形労働局最低賃金

公示第４号） 

 

４ 山形県自動車整備業最低賃金（令和２年山形労働局最低賃金公示第５号） 

 

 


